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申
告
時
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
収
入
金
額
や
経
費
が
分
か
る
も
の

▼
給
与
所
得
、
年
金
所
得
の
あ
る 

　

人
…
源
泉
徴
収
票

▼
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
）、
不

　

動
産
所
得
の
あ
る
人
…
収
支
内

　

訳
書

▼
配
当
所
得
、
一
時
所
得
、
雑
所

　

得
等
の
あ
る
人
…
支
払
調
書

③
各
種
の
控
除
を
証
明
で
き
る
も
の

▼
保
険
料
控
除
、
寄
附
金
控
除
を

　

受
け
る
人
…
社
会
保
険
（
任
意

　

継
続
、
国
民
健
康
保
険
、
国
民

　

年
金
、
介
護
保
険
、
後
期
高
齢

　

者
医
療
保
険
等
）、
生
命
保
険

　
（
一
般
、
個
人
年
金
）、
地
震
保

　

険
（
経
過
措
置
の
損
害
保
険
を

　

含
む
）、
寄
附
金
の
領
収
書
又

　

は
支
払
証
明
書

※
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
等
の
保
険

料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
場
合
、
控
除
の
適
用
は
保
険
料

支
払
者
本
人
に
な
り
ま
す
。（
配

偶
者
そ
の
他
親
族
の
控
除
に
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。）

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
…
医

　

療
費
の
明
細
書
及
び
医
療
機
関

　

に
支
払
っ
た
費
用
の
領
収
書
等
、

　

保
険
金
な
ど
で
補
填
さ
れ
た
金

　

額
が
わ
か
る
書
類

▼
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
…
身

　

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書（
下

　

記
を
参
照
）
な
ど

※
収
支
内
訳
書
・
医
療
費
の
明
細

書
は
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
必
要
書
類
が
不
備

の
場
合
、
再
度
ご
来
場
い
た
だ
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
」

を
事
前
に
作
成
す
る
場
合
は
？

　
「
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
」

を
事
前
に
自
分
で
作
成
す
る
人
に

は
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

課
税
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
告
は
期
限
内
に

　

申
告
は
３
月
15
日
㈭
ま
で
に
済

ま
せ
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
期
限
内

に
申
告
を
し
な
い
人
は
、
平
成
24

年
度
（
平
成
23
年
分
）
所
得
・
課

税
証
明
書
の
発
行
に
日
数
を
要
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
（
要

介
護
２
〜
５
）
を
受
け
て
い
る
人

は
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
持
っ

て
い
な
い
場
合
で
も
、
市
が
交
付

す
る
『
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
』
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
障
害

者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

対
象　

65
歳
以
上
の
人
で
、
次
の

　

要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　

人
①
平
成
23
年
12
月
末
時
点
で
、
要

　

介
護
２
か
ら
５
ま
で
の
い
ず
れ

　

か
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人

②
平
成
23
年
中
に
死
亡
し
た
人
で
、

　

亡
く
な
っ
た
時
に
要
介
護
２
か

　

ら
５
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
認
定

　

を
受
け
て
い
た
人

申
請
方
法　

本
人
又
は
代
理
人
が

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
参

　

の
う
え
、
左
記
へ

★
介
護
い
き
が
い
課
☎
㉕
１
７
１

　

９
、
市
民
福
祉
課
☎
72
１
３
３

　

１
（
内
線
３
１
３
）

あなたの申告は市民税・県民税申告？それとも確定申告？あなたの申告は市民税・県民税申告？それとも確定申告？

平成24年１月１日に本庄市に住んでいましたか？

スタート！

平成23年中に収入がありましたか？

勤務先から本庄市に給与支払
報告書が提出されています
か？（不明な場合は、勤務先
にお問い合わせください。）

あなたは給与所得者ですか？

勤務先から支給された給与の
ほかに所得がありますか？

年末調整で、控除のとり忘れや記入漏れなど
がありますか？又は、医療費控除、寄附金控
除等を受けたいですか？

※このフローチャートは一般的な例です。

市民税・県民税の申告は原則
不要ですが、医療・福祉等の
行政サービスを受ける人は、
必要になる場合があります。

市民税・県民税の
申告が必要です！
申告書が必要な人は申告
会場、又は課税課・市民
福祉課に用意してありま
す。

次のどれかに当てはまりますか？
①16歳以上の国民健康保険加入者
　とその世帯主
②介護保険加入者
③後期高齢者医療保険加入者
④市営・県営住宅入居者
⑤所得・課税証明書が必要な人

平成24年１月１日現在、住んでいた
市区町村へ確認してください。

給与所得以外の所得金額
が20万円を超えますか？

税務署から申告書が送付さ
れていますか？

税務署で確定申告
をしてください。
（詳しくは「税務署
からのお知らせ」の
ページをご確認くだ
さい）

所得税の確定申告を
しますか？（納付・
還付等）

●次に該当する人は、税務署で申告してください。
①青色申告②平成22年分以前の確定申告③死亡者の確定申告④土地・建物・株等の譲渡所得⑤雑損控除⑥住宅
借入金等特別控除⑦山林所得⑧災害減免⑨外国税額控除⑩外国に住んでいる扶養親族の扶養控除を受けたい

フローチャートの質問に答えて、確認してみましょう！

はい   　いいえ

申告期間は、２月13日㈪から３月15日㈭までです。

市民税・県民税の申告は正しく、期限内に！市民税・県民税の申告は正しく、期限内に！

　今年も申告の時期になりました。毎年、期限間近になると会場がたいへ
ん混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。早めに準備して、でき
るだけ指定日にお出かけください。

★課税課☎㉕１１２３

（２月13日㈪から18日㈯までは、児玉会場だけの受付です。日程と会場について
は５ページの日程表をご確認ください！）

介護保険要介護認定者の介護保険要介護認定者の
障害者控除の適用について障害者控除の適用について

申告相談日程 受付時間：午前９時～正午、午後１時～４時

月 日 曜 地　　　区 会場

２
月

13 月 第一金屋、第二金屋、第三金屋、長沖 総
合
支
所
大
会
議
室

14 火 宮内、飯倉、田端、保木野、塩谷、高柳
15 水 秋山、風洞、西小平、東小平
16 木 長浜町、鍛治町、上町、下町
17 金 仲町、新町、連雀町、本町、本泉全域
18 土 市内全域（市民税・県民税申告優先）
20 月 南、前原、緑、栗崎

市
役
所
６
階
大
会
議
室

21 火 東台、住居表示外（照若町・本町・台町・諏訪町）
22 水 日の出
23 木 朝日町、五十子、東富田、今井
24 金 四季の里、北堀、西五十子、東五十子、四方田
27 月 寿、けや木
28 火 傍示堂、鵜森、堀田、滝瀬、宮戸、小和瀬
29 水 牧西、仁手、下仁手、久々宇、田中、上仁手

３
月

１ 木 沼和田、山王堂、杉山、新井、三友、都島、万年寺
２ 金 千代田、見福
４ 日 市内全域（市民税・県民税申告優先）
５ 月 中央、本庄
６ 火 若泉、銀座
７ 水 吉田林、上真下、下真下、共栄（全域）、高関
８ 木 西富田、蛭川、下浅見、入浅見
９ 金 小島
12 月 栄
13 火 小島南、下野堂
14 水 柏、駅南
15 木 市内全域（市民税・県民税申告優先）




